
渋谷駅東口広場B2Fフロアを360°囲む形で贅沢に空間ジャックできる大型シート広告です。

東口地下広場 360°シート A・B・Cフルセット／A・B各1面

【掲出期間・掲出料】

【納品日・作業日】

【規 格】

【仕 様】

 ・タ ー ポ リ ン

【備 考】

納品日
作業日・時間帯

前日作業 当日作業 作業開始 作業終了

○ ― 夜間20営業日前完全データ入稿

掲出場所 期間 掲出料

東口地下広場 A・B各1面
7日間（月曜掲出開始）

2,307,000円（税別）

東口地下広場 A・B・C フルセット 4,507,000円（税別）

A：H2,350mm×1面利用W5,000mm／フルセット利用W5,000mm 3箇所360°シート A・B・Cフルセット

A/B 各1面 B：H2,350mm×1面利用W5,000mm／フルセット利用W20,000mm 

C：H2,350mm×フルセット利用W15,000mm

※ BエリアとCエリアは、1枚に繋がったデザインでの掲出も可能ですが、1面（H2,350mm ×W5,000mm）ごとに分割での

取付となります。B 面：4分割／C 面：3分割

A • B • C フ ル セ ッ ト

A • B  各1面

＊意匠替えがない場合、最長4期まで。

＊掲出料には製作・作業費、道路占用料、屋外広告物申請料を含みます。

※条例により、現状は同一デザインを並べて掲出することは不可です。
（1面おきの同一デザイン掲出は可）

* 掲出開始日は施工日の都合により変動することがあります。また、時期によっては、変則日程での掲出とな
る場合もあります。

* 同一意匠での1カ月以上の継続掲出は原則不可とさせていただきます。
* 渋谷駅前エリアマネジメント協議会の屋外広告物の地域ルールに基づく審査を行います。申込以前のクライ

アント審査及び、意匠審査での許可を経て掲出となります。
※渋谷駅前エリアマネジメント協議会が不適切と認めたものは掲出することができません。
※審査にて承認を得た広告であっても、広告意匠に起因して周辺の歩行流動に影響を与えることが判明した
場合は、広告を撤去することがございます。
※景観を損ねるような、くどく、どぎつい色彩は掲出することができません。（目安：彩度12以下／明度4
～8.5）

* 多くの人が集まることが予想されるコンテンツやタレント様の起用に関して、上記ルールに加え、意匠審査
基準を設けさせていただく場合がありますので、事前にご相談下さい。（タレントの露出を制限するなど）

A面 B面

C面A面 B面


